
  

共通 

１.給与所得者の基礎控除申告書 ※全員記入 

２.給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 ※該当者 

３.所得金額調整控除申告書 ※該当者 

記入要領 令6基配所要領 
（令和６年分給与所得者の基礎控除申告書・給与所得者の配偶者控除等

申告書・年末調整に係る定額減税のための申告書・所得金額調整控

除申告書） 
「基礎控除」、「配偶者控除又は配偶者特別控除」、「年末調整に係る定額減税」「所得金額調整控除」の適用を受

ける場合は必ず提出します。申告書記入手順は、次ページのフローチャートで確認してください。 

  

 

教職員専用サイト掲載の入力用 Excel をご利用ください（色付きセルに入力すると、所得金額等が自動計算されます）。 

※アクセスできる環境にない方は、各所属担当事務から入力用 Excel を取得してください。 

※Excel ファイルを利用できない方は、各所属担当事務から手書用の申告書を取得してください（互換性の無いソフトを

使用すると計算式が消えてしまいますので、Excel 又は手書きでご対応ください）。 

 

＜必須事項＞ 
 

□ 職員番号（申告書右上の枠内） □ 氏名（フリガナ） ※押印不要です 
□ あなたの住所又は居所・・・住民票のある住所を記載（現住所と相違していても可） 

※複数の職員番号をお持ちの方は、それぞれの給与を合算したうえで 1 枚のみ提出いただきます。 

 

□ あなたの収入金額、所得金額、合計所得金額の見積額 □ 控除額の計算（判定） 

□ 区分Ⅰ □ 基礎控除の額 □ 本人定額減税対象 

□ あなたの本年中の合計所得金額の見積額の計算表（裏面） 

 

□ 配偶者氏名（フリガナ） □ 配偶者生年月日 □ 配偶者の収入金額、所得金額、合計所得金額の見積額 

□ 区分Ⅱ □ 配偶者控除の額または配偶者特別控除の額 □ 配偶者定額減税対象 

 

□ 要件・・・いずれか一つ □ ☆扶養親族等または★特別障害者 

                                           
   共通 ※全員記入 

  

                  

２．配偶者控除、配偶者特別控除 

 又は年末調整に係る定額減税 

１．基礎控除 

※全員記入          

  

 

 

３．所得金額調整控除 
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あなた及び配偶者の本年中の合計所得金額の見積額は次の金額ですか 

あなた：1,000 万円以下 配偶者：133 万円以下 

また、「配偶者控除」もしくは「配偶者特別控除」の適用を受けますか。 

さらに、該当する場合は、「年末調整に係る定額減税の適用」を受けますか。 

 

 

共通部分（職員番号、氏名、フリガナ、住所又は居所（住民登録住所））を記入してください。 ※全員記入 

 

１.基礎控除申告書を記入してください。 ※全員記入 →記入要領 p.4 参照 

２.配偶者控除等申告書兼年末調整に係る定額減税のための申告書に必要事

項を記入してください。 

→記入要領 p.7 参照 

●記入の流れ 

 

 

 

 

 

 

いいえ 
 

 

        はい 
 

 

 

 

                             はい 

 

 

                                                                       
         

はい                                              

                                                                                                

                                                                     いいえ 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               次ページへ 
 

 

 

あなた及び配偶者の本年中の合計所得金額の見積額は次の金額ですか 

あなた：1,805万円以下 配偶者：48万円以下 

また、年末調整に係る定額減税の適用を受けますか。 
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あなたの本年中の年末調整の対象となる給与の収入金額は 850 万円を超え、 

下記のいずれかの要件に該当しますか。 

・あなた自身が特別障害者 

・同一生計配偶者が特別障害者 

・扶養親族が特別障害者 

・扶養親族が年齢 23 歳未満（平 14.1.2 以後生） 

また、「所得金額調整控除」の適用を受けますか。 

３.所得金額調整控除申告書に必要事項を記入してください。 

→記入要領 p.9 参照 

 

記入終了です 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

                   

              はい                          いいえ 
                                                 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「令和 6年分給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」(令 6扶養)を確認し、追加・訂正をしてください。 

                                                                                                                →記入要領 p.10 参照 
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１. 給与所得者の基礎控除申告書の記入 

 

●記入要領 
 

❶あなたの本年中の合計所得金額の見積額の計算 

 
令和６年中の収入金額 － 給与所得控除額（必要経費等） ＝ 所得金額 

＜WEB 給与明細書の場合︓下段右下＞ ＜紙媒体の給与明細書の場合︓下段左下＞ 

 

 

❶-1 収入金額 

令和６年中の収入が給与収入だけの場合（概算：令和6年１月～令和6年12月給与分） 

 

       

  
 

 

 
 

 

 

 

                                                                                        

※1 複数の職員番号を保有している方は、そのすべての給与収入を合算して入力してください。  
社会保険料等控除前の金額となっています。非課税である通勤手当は含まれておりません。 

再雇用職員の方は常勤職員分（超過勤務手当の支給がある場合は 4 月支給まで）も含めてください。  

※2 支給対象者のみ、「俸給月額×2.2 か月」の金額を入力してください。特定基本年俸職員は入力不要です。 

※3 年途中採用者は必ず前職分も含めてください。（前職分の源泉徴収票を既に提出していることにより金額

が不明な場合は、人事課（給与支給）までメールで照会ください。メールアドレス：kyuyo1@un.tsukuba.ac.jp） 

※4 非課税となるもの（育児休業給付金、失業給付金等）は収入に含まれませんのでご注意ください。                                                 

※5 手書きでの基礎控除申告書をご利用の方は、「令和6年分給与所得者の基礎控除申告書」の

あなたの給与所得(1)収入金額等欄に転記してください。 

 

 

手書きで「給与所得者の基礎控除申告書」を提出される方は、最終ページの「計算表」へ

記載し申告書に添付して提出してください。 

社会保険料等控除前の金額を入力してください。

また、非課税である通勤手当は除いてください。 

➊-1 

・1,805 万円超の場合は、「 ― 」（ﾀﾞｯｼｭ）を記載 

・入力用 Excel で自動入力された記号は削除不要 
 

➊-3 

 

 

➊-2 

(a) 令和6年 10 月までの「給与支給額累計」 ※1 円 

(b) 令和6年 11 月給与見込額 円 

(c) 令和6年 12 月賞与見込額 ※2 円 

(d) 令和6年 12 月給与見込額 円 

(e) 令和6年分源泉徴収票(前職分)の「支払金額」 

(乙欄、退職所得は除く） ※3 

円 

(f) 本学以外の給与収入額合計 

（上記以外の給与額(見込額)、前職(乙欄) 等） ※4 

円 

令和６年中の給与総額 (a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f) ※5 
 

円 
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❶-3 へ記載 

所得の種類 収入金額等ⓐ 必要経費等ⓑ 所得金額(ⓐ－ⓑ) 

事業所得 (1) 
  

円 

雑所得 (2) 
   

配当所得 (3) 
   

不動産所得 (4) 
   

退職所得 (5) 
   

(1)～(5)以外の
所得 

(6) 
   

(1)～(6)の合計額  

 

❶-2 合計所得金額の算出方法（概算） 

・右の「給与所得の計算欄」を使用して所得金額を計算してください。なお、所得金額調整控除の 

適用がある場合には、求めた給与所得の金額から（注）①のとおり計算した金額を控除してください。 

例）給与収入が 900 万円の場合 
 

給与所得の金額 9,000,000-1,950,000=7,050,000 円 

所得金額調整控除の額 (9,000,000-8,500,000)×10%=50,000 円 

所得金額 7,050,000-50,000=7,000,000 円 

 
❶-3 給与所得以外の所得の合計額 

・給与所得以外の所得の合計額を、所得の種類ごとに計算し、合計額を記載してください。

算出方法は次のとおりです。※退職所得の必要経費は要領p.13＜退職所得控除額＞を参照してください。 

 

➋ 控除額の計算 

・計算した合計額を「あなたの本年中の合計所得金額の見積額」欄へ記入し、 

「判定」欄の該当箇所にチェックを付け判定結果に対応する控除額を「基礎控除の額」欄に記載してください。 

 

➌ 区分Ⅰ 

・「判定」欄の判定結果に対応する記号（Ａ～Ｄ）を記載してください。 

・1,805万円超の方は対象者になりませんので「 ― 」（ダッシュ）を記載してください。 

・入力用 Excel では自動的に記号が入力されます。自動入力された記号は削除できませんので、そのまま提出してください。 
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❹ 「本人定額減税対象」欄の記載 

・❸の区分Ⅰにて（A）～（D）の判定結果に該当する場合、「本人定額減税対象」にチェックをつけます。 

      ※「900万円以下(A)」から「1,000万円超1,805万円以下(D)」までに該当する場合 
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➊配偶者の氏名等欄 

• 「あなたと配偶者の住所又は居所が異なる場合の配偶者の住所又は居所」欄については、あなたと同じ住所又は居

所の場合は記入不要です。 

• 配偶者が非居住者である場合には「非居住者である配偶者」欄に○を付け、「生計を一にする事実」欄に送金金額等

を記載します。この場合、親族関係書類及び送金関係書類の添付等が必要ですが、親族関係書類については、 

令和６年分給与所得者の扶養控除等（異動）申告書を提出した際に添付等をしているときは必要ありません。 

 
❷配偶者の本年中の合計所得金額の見積額の計算 

・4,5 ページの「➊あなたの本年中の合計所得金額の見積額の計算」及び「➋控除額の計算」を参考に記載してくだ 
さい。 

 

❸判定及び区分Ⅱ 

・➋で計算した合計額及び配偶者の生年月日を基に「判定」欄の該当箇所にチェックを付け、判定結果に対応する記号 

(① ～④）を「区分Ⅱ」欄に記載してください。 

 

❹控除額の計算 

・「控除額の計算」の表に区分Ⅰの判定結果（Ａ～Ｃ）と区分Ⅱの判定結果（①～④）を当てはめ、配偶者控除の額又は

配偶者特別控除の額を求めます。※区分Ⅰ（Ｄ）はここでは作業なし。 

❺配偶者控除の額又は配偶者特別控除の額 

・区分Ⅱが①又は②の場合は「配偶者控除の額」欄に、区分Ⅱが③又は④の場合は「配偶者特別控除の額」欄に「控

除額の計算」の表で求めた配偶者控除額又は配偶者特別控除額を記載します。 

 

注）夫婦の双方がお互いに配偶者特別控除の適用を受けることはできませんので、いずれか一方の配偶者は、この控除                                                                       

の適用は受けられません。 

 

 

２. 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書の記入にあたっての注意事項 

7



  

❻「配偶者定額減税対象」欄の記載 

・基礎控除申告書の「区分Ⅰ」欄が（A）～（D）であり、かつこの申告書の「区分Ⅱ」欄が①又は②の場合は、「配偶者定

額減税対象」の欄にチェックを付けます。ただし、配偶者が非居住者の場合はチェックを付けません。
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➊要件

・該当する要件にチェックを付けてください。

2 以上の項目に該当する場合は、いずれか一つの項目にチェックしてください。

・要件の詳細については「令和６年分給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼

年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書」の裏面「◆所得金額調整控除申告書

◆」の「３－１申告についてのご注意」を参照してください（p.11 にも参考添付しています）。

・所得金額調整控除の適用がある場合には、p.5 給与所得の計算式（注）①のとおり計算し、求めた給与所得の金額

から控除した金額を、「給与所得者の基礎控除申告書」（１）給与所得の所得金額欄へ記載してください。

※入力用 Excel の場合、いずれかの項目にチェックをつけると

自動的に控除後の金額へ変更されますので確認してください。

➋☆扶養親族等

・「要件」欄で、「☆欄・・・を記載」となっている項目にチェックを付けた場合、該当する方 1 名の氏名等を記載して

ください。

➌★特別障害者

・「要件」欄で、「★欄・・・を記載」となっている項目にチェックを付けた場合、障害の状態又は交付を受けている手帳な

どの種類と交付年月日、障害の程度（障害の等級）などの特別障害者に該当する事実を記載してください。

なお、「扶養控除等（異動）申告書」に記載している特別障害者と同一の場合は、「扶養控除等申告書のとおり」にチェ

ックを付けることで差し支えありません。

３. 所得金額調整控除申告書の記入にあたっての注意事項

いずれか１つにチェック 
障害の状態など特別障害者に該当する事実を記載。 

要件に該当する者のうち１名について記載 
なお、「扶養控除等（異動）申告書」に記載している特別障害者と同一の 

場合は「扶養控除等申告書のとおり」にチェックを付けることで差し支 

えありません。 
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源泉控除対象配偶者の判定により、「令和6分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書（令6養）水色用紙】」の 

訂正、追加が必要になる場合には、下記のとおり記載してください。 

◎「扶養控除等(異動)申告書」に記載していたが『源泉控除対象配偶者』※１に該当しなかった場合

⇒ 赤字の二重線で取り消しのうえ提出

◎「扶養控除等(異動)申告書」に記載していなかったが『源泉控除対象配偶者』※１に該当する場合

⇒ 追記

 

※１「源泉控除対象配偶者」とは、給与所得者（合計所得金額の見積額が 900 万円（給与所得だけの場合は、給与収入額が 1,110

万円以下（所得金額調整控除の適用を受けない場合は 1,095 万円以下））で、と生計を一にする配偶者（青色事業専従者として給

与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除く）で、合計所得金額の見積額が 95 万円（給与所得だけの場合は、給与収入 150

万円）以下の人を言います。

注）配偶者控除等の申告をされた方で、合計所得金額の確定額（令和6年中の最後の支払いを受けた後の合計所得金額）が、

条件を満たさないことが判明した場合は控除対象外となります。

●「令和６年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書（令6【水色用紙】」の確認について

ﾔﾏｶﾜ ﾀﾛｳ 〇 50 1 1

山 川 太 郎 山川 太郎

本人

176 0006
〇

東京都練馬区栄町 23-7

ﾔﾏｶﾜ ｱｷｺ 
400,000 

山 川 明子 〇 52 10 5 
〇月より所得増 
のため取消

ﾔﾏｶﾜ ﾀﾛｳ 〇 50 1 1 
山川 太郎山 川 太 郎 

本人 
176  0006 

東京都練馬区栄町 23-7 〇 

ﾔﾏｶﾜ ｱｷｺ 
400,000 

山 川 明子 〇 52 10 5 
〇月より所得減 
のため追加
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参考１ 令和６年度分給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書（裏面） 
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［所得の種類 ・ 収入 ・ 必要経費の範囲等］

所得者及び配偶者の合計所得金額を計算する場合の所得の種類・収入・必要経費等は、次のとお
りです。

1 給与所得
(1) 俸給、給料、賞与や賃金（パ ー トタイマ ー やアルバイトとして支払を受けるものを含みま

す。）は、給与所得となります。
(2) 給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した後の金額となります。

なお、給与等の収入金額が161万9千円未満のときは、給与所得控除額は55万円（給与等
の収入金額を限度とします。）となります。

また、所得金額調整控除や特定支出控除の適用がある場合は、それらの控除額を控除する
必要があります。

2 事業所得
(1) 農業、林業、水産養殖業、製造業、卸売業、小売業や金融業などのサ ー ビス業のほか対価

を得て継続的に行う事業による所得は、事業所得となります。
(2) 事業所得の金額は、総収入金額から必要経費を控除した後の金額となります。
(3) 必要経費になるものは、上記事業の収入を得るために必要な売上原価や販売費・一般管理

費その他の費用です。
(4) 家内労働法に規定する家内労働者、外交員、集金人、電力贔計の検針人その他特定の者に

対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人（家内労働者等）の事業所得及び
雑所得の必要経費の額の合計額については、55万円（収入金額を限度とし、他に給与所得が
ある場合には、給与所得控除額を控除した残額とします。）まで認められる特例があります。

3 雑所得
(1) 原稿料や印税、講演料、放送出演料、貸金の利子、生命保険契約等に基づく年金など他の

いずれの所得にも該当しない所得や恩給（一 時恩給を除きます。）、国民年金、厚生年金、共
済年金などの公的年金等は、雑所得となります。

(2) 雑所得の金額は、次のイと口を合計した金額となります。
イ 公的年金等に係る雑所得 …収入金額から公的年金等控除額を控除した残額

公的年金等の収入金額に対する公的年金等控除額は次のとおりです。
① 65歳以上の人の公的年金等控除額

公的年金等の収入金額 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

(A) 1,000万円以下 1,000万円超 2,000万円超2,000万円以下
330万円以下 llO万円 100万円 90万円

330万円超 410万円以下 (A) x 25% +27万5,000円 (A) X 25% + 17万5,000円 (A) X 25% +7万5,000円
410万円超 770万円以下 (A) x 15% +68万5,000円 (A) X 15% +58万5,000円 (A) X 15% +48万5,000円
770万円超 l,000万円以下 (A) X 5%+145万5,000円 (A) X 5% + 135万5,000円 (A) X 5% + 125万5,000円
1,000万円超 195万5,000円 185万5,000円 175万5,000円

② 65歳未満の人の公的年金等控除額

公的年金等の収入金額 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円超

(A) 1,000万円以下 2,000万円以下 2,000万円超

130万円以下 60万円 50万円 40万円
130万円超 410万円以下 (A) X 25% +27万5,000円 (A) X 25% + 17万5,000円 (A) X 25% +7万5,000円
410万円超 770万円以下 (A) X 15% +68万5,000円 (A) X 15% +58万5,000円 (A) X 15% +18万5,000円
770万円超 l,000万円以下 (A) x 5% + 145万5,000円 (A) x 5%+135万5,000円 (A) x 5% + 125万5,000円
1,000万円超 195万5,000円 185万5,000円 175万 5,000円

（注） 年齢65歳以上の人とは、昭和35年1月1日以前に生まれた人をいいます。
ロ 公的年金等以外の雑所得 …総収入金額から必要経費を控除した金額

(3) 家内労働者等の必要経費の特例については、2の事業所得の(4)と同様です。
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→ 1

計算表（手書きで「令６基配所」を提出される方は、下記へ記載し申告書に添付して提出してください。
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